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徳島県公安委員会告示第１６号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３

８条第１項の規定により少年指導委員を委嘱したので，少年指導委員規則（昭和６０年国

家公安委員会規則第２号）第２条第２項の規定に基づき次のとおり告示する。

令和５年１２月５日

徳島県公安委員会委員長 北 島 義 貴

氏 名 連 絡 先 活 動 区 域

多 可 義 郎 徳島中央警察署生活安全課 徳島市の

西 田 浩 造 電話 088-624-0110（代表） 東富田，西富田，新町，昭和，

北 野 敏 之 渭東，渭北，津田，八万，沖洲

板 東 秀 夫 地区

犬 伏 賢 治

福 井 康 之

三 木 隆 司

瀬 部 浩 史

藤 田 誠 来 徳島名西警察署生活安全課 徳島市の

辻 好 史 電話 088-632-0110（代表） 佐古，加茂，加茂名 地区

遠 藤 恭 司

傳 藤 一 徳島板野警察署生活安全課 徳島市の

電話 088-698-0110（代表） 川内町，応神町
賀 治 隆 志 板野郡

八 木 知 子 鳴門警察署生活安全課 鳴門市の

郡 正 志 電話 088-685-0110（代表） 撫養町

圃 山 登 小松島警察署生活安全課 小松島市の

電話 0885-32-0110（代表） 中田町，小松島町，南小松島町，
尾 山 功 一

松島町，横須町，赤石町，大林町

敦 賀 晋 平 阿南警察署生活安全課 阿南市の

中 濵 朝 子 電話 0884-22-0110（代表） 富岡町

橋 本 厚 利 阿波吉野川警察署生活安全課 吉野川市の

筒 井 克 彦 電話 0883-25-6110（代表） 鴨島町

大 泉 真 二 郎
三好警察署生活安全課 三好市の

電話 0883-72-0110（代表） 池田町

笹 田 俊 彦
三好郡の

東みよし町

備考 活動区域欄の徳島市の地区とは，徳島市の地区の名称及び区域を定める規則（平

成８年徳島市規則第１号）第２条に規定する地区の名称及び区域とする。
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